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平成 29年度 豊明市空家等対策協議会（第 3回）議事録 

 

１ 日 時：平成 29年 11月 14日（火） 14時 00分～15時 30分 

 

２ 場 所：豊明市役所 東館 1階 会議室 4 

 

３ 出席者：別紙「豊明市空家等対策協議会委員等名簿」のとおり 

 

４ 議題 

（1）空家等対策計画（案）について 

 

（事務局：近藤） 

 定刻になりましたので、ただいまから平成 29 年度第 3 回の空家等対策協議会を開催い

たします。本日は、ご多忙の中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。本協議

会の司会を務めます豊明市都市計画課長の近藤と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。早速ですが、これより協議会に入りたいと思います。本日は、小笠原委員と伊藤委

員がご都合により欠席をされていますが、委員 10 名の内 7 名の委員のご出席をいただい

ておりますので、空家等対策協議会設置条例第 6 条第 2 項により協議会が成立しています

ことをご報告します。また、本日は、空家対策等計画策定業務を委託しています株式会社

カナエジオマチックスの担当者も同席させていただいておりますので、発言の機会をいた

だく場合もございますことをあらかじめご了承ください。それでは、井澤会長、挨拶よろ

しくお願いいたします。 

 

（井澤会長） 

 挨拶 

 

（事務局：近藤） 

 どうもありがとうございました。では、続きまして、本日の資料の確認をさせていただ

きます。事前に本日の次第と豊明市空家等対策計画（案）を送付させていただきましたが、

差し替えの資料を机の上に置かせていただいております。それと、追加資料としまして対
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策計画の概要版を配付をしていますので、ご確認を願いたいと思います。それでは、以降

の進行につきましては、豊明市空家等対策協議会設置条例第 6 条に基づき井澤会長に議長

をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

（井澤会長） 

 会議に入ります前に傍聴者の確認をしたいと思いますが、本日の傍聴希望の方は、おら

れますでしょうか。 

 

（事務局：近藤） 

 本日はございません。 

 

（井澤会長） 

 本日はおられないということでございますので、それでは、ここから会議の進行をさせ

ていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。では、まず、豊明市空家

等対策計画の案につきまして、事務局よりご説明お願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

（事務局：北川） 

 資料説明 

 

（井澤会長） 

 どうもありがとうございました。空家等対策計画（案）について、目次にありますよう

に、基本的考え方、現状と課題、それに基づいて、豊明市として、どう対策を講じていく

のかという流れに沿って一通り説明していただきました。冒頭で申し上げましたように、

市民の皆様に読んでいただいて、ご意見をいただくパブリックコメントということを行っ

ていきます。そのような視点でご意見をいただけたらと思います。読み手は、実際に空家

を抱えている方はもちろんですが、広く市民を対象にしております。広く市民に読んでい

ただくということも含めて、こういう説明、内容、ストーリーでわかりやすいかどうかと、

こういうことも非常に重要かと思いますので、ぜひいろんな視点からご意見をいただけた

らと思いますが、皆さん、いかがでしょうか。 



 3 

呼び水として私から質問ですが、従来の議論の中でも説明はしていただいたんですけれ

ども、6 ページ上段の図 2―3 ですが、空家の定義の中で、二次的住宅から赤で囲ったその

他の住宅まで４種類あるということですが、国が行っている住宅・土地統計調査について

は、4 つの種類を統括して空家として統計処理されているということですが、今回、豊明

市で詳細に調査しているのは、その他の住宅のみを対象としていたと思います。ここをタ

ーゲットとし、実際に調査をして明らかに空家だというものを対象に施策等を考えている

ということについて、やはり説明があったほうがいいと思います。いきなり全体の統計が

豊明市としては 10.8％、あとで 2.9％とかいう数字が出てきたり、何となく混乱するとこ

ろがありまして。しかも、この図 2―3 のところでなぜ赤枠をとっているのかというのが

わからない。その他の住宅の説明はしてありますけど、赤で囲っていることについては、

説明がありません。全体として統計処理の話が非常に市民にとってはわかりづらい。我々

は、説明を聞いてきているので分かりますが、この辺のところは、やはりきちんと説明し

ていただいた方がいいと思います。あと、ほかにいかがでしょうか。 

 

（小浮市長） 

 今、おっしゃっていただいたことは、私も実は、レクチャーを受けたとき混乱しました

ので、そうしましょう。 

 

（事務局：近藤） 

 分かりやすく、説明文をつけ加えるようにいたします。 

 

（井澤会長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

（事務局：近藤） 

 かなりコンパクトにまとめてきたものですから、見やすくはなったのかなと思いますけ

ど、会長が言われたように説明不足の点もあるかと思いますのでいろいろご意見をいただ

き、分かりやすくしていきたいと思います。 

 

（井澤会長） 
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 今日、いろいろ意見を出して、わかりやすくしていければいいですね。第二の呼び水と

して、16 ページの図 2―15 のところの、ウが、今後の活用の解説ですが、グラフとか図

とかに対して、一点鎖線で囲ったコメントがないので、他と同じようにコメントを入れて

いただいた方がよいと思います。スペースに余裕もありますので、コメントを入れていた

だいた方がよいと思います。 

 

（小浮市長） 

 ア・イはありますが。ウはないですね。そのとおりですね。 

 

（事務局：近藤） 

 コメントを追記するようにいたします。 

 

（井澤会長） 

 いかがでしょうか、井上委員、いろいろスケジュールが合わず、すみませんでした。 

 説明を聞かれて、計画の内容として何かひっかかるところがあるのか、市民目線から見

たときに、内容のわかりやすさという点からどうでしょうか。事務局としては、一生懸命、

簡便にわかりやすくしているのですが、そういう効果がうまく出ているかどうかを含めて、

コメントしていただけるとありがたいです。 

 

（井上委員）  

まず、1 回、2 回、なかなか予定があわず、申しわけございませんでした。いろいろと

お話しさせていただきたいことはありますが、まずは、立派な計画を立てられてすばらし

いなと思います。 

空家ということの中で、17 ページあたりですけど、そもそも豊明市は社会減傾向、要す

るに人口がどんどん減っているという前提で、その中で賃貸用の住宅の空家率が平成 20

年から平成 25 年で大きく増加している。つまり、これは、空家以前に豊明市の魅力が足

らないのでは、という指摘になるのではないかと思うのですね。豊明市で生まれ育って、

ずっと生活している私としては、まち全体が右肩上がりの雰囲気に持っていけるようにし

たいという思いがありますが、これだと、どんどんまちは縮小していって空家が増えてし

まうような寂しいイメージが全体的にあるような気がします。空家対策ではないのかもし
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れないですけど、４ページにあるように、豊明市の人口の予測はされるのですけど、市街

化の農地を宅地にしていったりすれば、豊明市はすごい魅力のあるところですから、もっ

と人口は増えるまちだと思うんですけど、私の全体的な印象として、まちが縮小して空家

が増えてみたいな計画がどうもしっくり来ないなという感想がございます。 

 

（井澤会長） 

 今、人口はまだ減っていないのでしたか。減っている、境目ですか。 

 

（小浮市長） 

 人口そのものは、横ばいです。ただ、ご高齢の方が長生きされて、その分増えている状

態の一方で、社会減が 30 代を中心にあることは確かです。主な原因として、賃貸住宅に

住まわれていた方が一戸建てを建てる時期になったときに、豊明市外へ転出されています。

豊明市の場合、空家というか、そういった住宅が流通していないということも一つの理由

ですけど、まとまった住宅用地といいますか、新しく区画整理されるとか、そういった土

地が全くない状態で、西川の土地区画整理が 20 年前以上にあって、そこから全然ないん

ですね。一方で、すぐ北側の日進市と長久手市が大規模に開発されているものですから、

そちらに流出しているんですね。あと、名古屋市と刈谷市に挟まれていますから名古屋市

と刈谷市に勤め先がある人達が多くて、最終的な住宅地としてそちらに確保できる場合は

そちらに行くという傾向もあります。 

現在、2 つの場所で区画整理を検討しており、今の人口は 6 万 9,000 人ほどですけれど

も、それを 7 万 1,000 人ほどまで増やそうとしています。一定程度、生産年齢人口といい

ますか現役世代が一定程度下支えする状態の社会で何とかソフトランディングできるよう

な体制にしていこうと、今、市としてはしています。 

 

（井上委員） 

 ありがとうございます。明るい豊明市の将来を思いたいものですから。 

 

（井澤会長） 

 要するに、空家に焦点を当てて議論していると、なぜ空家が発生するのかという根本的

な背景みたいなところを見失いがちではないか。魅力的な都市になり人口が増えれば、そ
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もそも空家そのものが少なくなっていくはずだから、もっと背景の都市の魅力みたいなも

のを考えることも重要だというご指摘ですね。 

 

（井上委員） 

 おっしゃるとおりです。 

 

（小浮市長） 

 井上委員、もう一つありまして、私はもともと豊明市民ではなく移り住んできました。

また、年をとってから結婚し新婚世帯だったんですが、新婚世帯用の賃貸マンションがす

ごく少ないです。大学を 2 つ抱えているものですから、単身用が非常に多いです。特に、

藤田保健衛生大学側ですけれども、今、大学生の傾向として、下宿するのではなくて、極

力通われる学生さんが衛生大学で増えているそうです。2 時間ぐらいかけて来る学生が、

前は全然いなかったんですけれども、今は多いようです。だから、特に大学付近の単身用

のマンションといいますか、この市役所付近もそうですけれども、いろんな空家が増えて

いる状態は、原因の一つとしてあるのかなと思います。 

 

（井上委員） 

 私も、そのとおりだと思います。お話があったように、一個一個の事象を解決すること

も大事なのですが、もっと市のまちづくり全体の話として、空家がなくなるような方向へ

もっていきたいと思っています。豊明市はすごくいい町なので、私はやり方次第で人口は

増えて、空家のないまちにできると思っています。名古屋からも近いですし、本来ならも

っともっとここはすばらしい都市にできると私は常日ごろから思っているものですから、

そういうことの根本的な解決策、何かないだろうかと。 

 

（井澤会長） 

 要するに、目先のことだけでなくて、その背後のところまで気配りした対策が必要です

よということだと思いますが。 

 

（井上委員） 

 はい。 
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（井澤会長） 

 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。では、吉川委員、お願いします。 

 

（吉川委員） 

 まず、32 ページ目ですが、前回私のほうでご意見させていただいたことを取り入れてい

ただきまして、どうもありがとうございます。それで、先ほどお話を聞いていて、空家、

空家ってずっと言われていたものですから、当然、空家の問題をここで協議する場なので

当然のことなのかもしれないですけれども、何となく空家イコール、空家がすごい社会悪

みたいなイメージを持ってしまったんですね。でも、空家問題というのは、空家であって

も適切に管理されればさほど問題ではなく、それは 1 ページ目の背景にはちゃんと書いて

あるんですけれども、23 ページ目、基本計画の方針ということで、3 段落目のところで、

今後は空家等が増加していくことが想定されます。その後に、それに伴って適切に管理さ

れずに問題となる空家が増えていくということも想定されるというようなことを言ってお

いたほうが、何となく、空家イコール悪ですよと捉えられかねないのかなと思いました。

空家になってしまうこと自体は、今後、相続が発生したり、転勤だとかでやむを得ない事

情があって空家とせざるを得ないという方もいらっしゃると思うのですが、それが何とな

く居心地の悪いことになってしまうのは避けたほうがいいのかなと思います。難しいかも

しれませんが、この微妙な表現を調整していただけたらと思います。 

 

（事務局：近藤） 

 そうですね。表現を変えてみます。 

 

（吉川委員） 

 そうですね。極力空家にしない、空家となったとしても適切に管理していく、というこ

とにつなげていったほうがいいのかなという気がします。 

 

（事務局：近藤） 

 ありがとうございました。修正させていただきます。 
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（井澤会長） 

 ありがとうございます。では、相羽委員、お願いします。 

 

（相羽委員） 

 16 ページにあるように、売りたい、または売ってもいいというところが一番多いんです

けれども、やはりそれが、魅力あるまちであればすぐにでも売れるし、古い建物であって

もリフォーム等をすればすぐに入居者がある。そのため、空家バンクを充実させて、それ

をＰＲして、空家を減少させるというようなことも少しうたったほうがいいのではないか

なと思います。空家密度とかそういったものに関しては、一般の人が見てもよくわからな

いと思うんですね。単純に、空家バンクでこういう空家はこう利用できますよとか、市外

にもＰＲして活用してもらって空家を減らす、そういったこともいいのではないかなと思

います。 

 

（井澤会長） 

 なるほど。ありがとうございます。では、田中委員、いかがでしょうか。 

 

（田中委員） 

 地域の集会に行かせていただいて皆さんのお話を聞かせていただくと、総合的に豊明市

は今後どうなるんだろうということをよく聞きます。私も、井上委員がおっしゃったよう

な、空家だけではなくて全体的に豊明市はこういったことを目指していますというものも

何かわかるといいかなとは思います。これはこれで本当に非常にきれいに簡素にまとまっ

ていいかなとは思いますが。 

 

（井澤会長） 

 では、それに比べて、20 ページ、21 ページの特性区分ごとの話の中で、それぞれの 3

つの項目で関連する都市づくりの方針というのは、これは、都市マスか何かですか。 

 

（事務局：北川） 

 はい。都市マスです。 
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（井澤会長） 

 都市マスとして、この地域ではこういう都市づくりの方針を掲げています、そういう意

味ですね。 

 

（事務局：近藤） 

 はい。 

 

（井澤会長） 

 そうですか。それは、どこかに書いてありますか。 

 

（事務局：北川） 

 19 ページにあります。 

 

（井澤会長） 

 そうですね。都市マスタープラン、都市づくり方針と照らし合わせ、と書いてあります。 

 

（井澤会長） 

 大島委員、いかがでしょうか。 

 

（大島委員） 

 6 ページのいろんな空家の状況というところで、全国の状況があって、愛知の状況もあ

って、本市の状況もあり、ここのところで非常にページ数が多く、ウエイトが大きくとら

れています。協議したり、いろんなことを検討し理解する上では必要かもしれませんけれ

ども、これだけとる必要性があるのかなと。例えば、世帯数の表も入っているのですけれ

ども、世帯数について何かコメントででも述べられているのであればいいのですが、コメ

ントも述べられていないのであれば、必要ないと思います。一般の市民の方に空家という

ものを理解していただくには、よりシンプルに、住宅件数と空家件数がどのように変わっ

たのかのみにして、シンプルにしていったほうが見やすいかなという感じがしました。 

それと、17 ページのところで、先ほど井澤先生のから、今回の計画ではその他の住宅と

いうところを話しましょう、ということがありましたけど、表 2―1 のところに賃貸の住
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宅についても空家率がありましたが、そこまで必要なのかなということを感じました。も

う一点気になったの、23 ページの基本的な方針の、「このため、今の段階から、～」とい

うところで、現在の住まいを空家等にしないという 1 つの課題と、次に、もう一つの課題

として、空家等となっても適切に管理していくという 2 つの課題がありますけれど、（1）

の対策の枠組みというところを見ると、ア、イ、ウと 3 つ挙がっています。この 2 つの課

題をどのように位置づけするのか、該当するのかというのをしていくと、読んでいて分か

りやすいのかなと思います。それと、それを踏まえてですけど、このようにどんどんやら

なきゃいけないと言うと、義務的にやらないといけないということを、どうも感じてしま

うのですけど、やった効果というか、やってよかったというような感じがすると、もっと

よくなるのではないかなと感じました。 

 

（井澤会長） 

 そうですね。この計画自身を実際に空家を持っている人が読んで、それだったらこうし

たほうがいいよねという気持ちにさせられるかどうかということですね。先ほどご指摘し

た、23 ページの空家等にしないというのと、適切に管理していくのと、下の 3 つのア、イ、

ウとの数合わせの問題ですけど、空家等にしないというのは、予防するという考え方です

かね。それで、管理するという意味の中には利活用も含めているということですかね。今

のご指摘もありますので、管理し必要によって利活用を促進するという言葉を入れておけ

ば、違和感が整理できるのではないかなと思います。 

 

（事務局：近藤） 

 そうですね。そのほうが読みやすいし、わかりやすいですね。修正させていただきます。 

 

（井澤会長） 

 三浦委員、いかがでしょうか。 

 

（三浦委員） 

 今まで 3 回の会議の内容を非常によくまとめられているのかなと思います。ただ、この

活用の中で、一番ばっちりなのは、売りたいという方の場合に、その道筋をどうつくるか

というのが一番の問題だと思うので、調整区域の中で建て替えのきかないものなどは、や
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はり都市計画の観点からいろいろ考えていくことが必要なのかなと思います。 

 

（井澤会長） 

 これ、今の三浦委員のご指摘のあった、売りたいまたは売ってもよいというのを、24 ペ

ージのこのいわゆる対策に向けた骨格的な取組の中でいうと、どこに該当しますか。不動

産関連サービスの充実というところなのでしょうか。空家バンクの活用というと、空家を

どう埋めるかということですよね。だから、そこへヒットするものは利活用してもらうと

いうことですが、売りたいというのは、どこに入りますか。それを売ってもいいよという

のは、空家を埋めるということではなくて、自分から手を離していきましょうということ

ですね。それはこの枠組みの中で、どこにありますか。 

 

（井澤会長） 

 売りたくても売れない、というのもまた問題ですが。 

 

（事務局：近藤） 

 この辺も、表をまた検討させてもらいます。 

 

（井澤会長） 

 はい。ありがとうございます。重要な事項だと思います。 

 ほかにいかがでしょう。一通り、今お聞きしたのですが、もうそれに限らずコメントし

ていただけたらなと思います。 

 

（相羽委員） 

 今のお話に関連しているのですけれども、豊明市は調整区域が多いものですから、そこ

で、例えば許可を得て建てられた住宅があって、そこが空家になった場合、第三者が買っ

て家をつくれるかとか、建て替えができるかとか、そういった問題は出てくると考えます。 

 

（井上委員） 

 既存宅であればいいですけど。でも、今おっしゃったように調整区域が多過ぎますよね。

話がすぐずれてしまうかもしれませんが、その調整区域を減らせば、このまちは幾らでも
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大きくなると思っています。 

 

（事務局：近藤） 

 現在は、7 割が調整区域で 3 割が市街化区域です。 

 

（井上委員） 

 ですから、人口が増えないんですよ。 

 

（事務局：近藤） 

 近隣の市町と比べると、市街化区域の面積は若干少ないです。 

 

（井上委員） 

 ですから、市街化区域の面積を増やせば、ここの町はすごく大きくなるような気がしま

す。 

 

（井澤会長） 

 都市計画において、人口がこれから減っていく中で市街化区域を増やすというのは、一

自治体がその根拠を持っていたとしても、簡単に増やせるものではないですよね。 

 豊明市は、名古屋市都市計画区域でしたか。 

 

（事務局：近藤） 

 名古屋市都市計画です。区画整理事業をやろうとするところも、駅や官公庁から概ね 1

キロの範囲ということが決まっておりますので、思うように広げるというようにはいかな

いとは思うんですけど、ただ、井上委員が言われるように、豊明市は、名鉄本線が走って

おりますのでそこをうまく利活用していけば、例えば中京競馬場前駅の東側など、可能性

としてはあるとは思います。 

 

（吉川委員） 

 この計画と外れるかもしれないですけど、先ほどの流れからいって、啓発活動とかをす

るというのは、多分、空家問題の入り口なんだろうなと思います。では、その出口をどこ



 13 

に持ってくるかというところで、おそらく売却なり利活用なりという出口を持ってくると

思いますけれど、その出口が詰まってしまうことによって、結局、滞留してしまうという

か、何にも解決にならないというのは、現状として今の皆さんのお話にあるとおりなので、

そこをどう解決していくのか、また、調整区域はすぐに市街化区域になるわけでもないの

で、売りたいというニーズだけはあるけれども、それに対してどう解決していくのかが重

要だと思います。 

 

（事務局：近藤） 

 実際、売れなくなってしまいますね。 

 

（井澤会長） 

 入り口というか、予防の問題と発生したときの対処の問題をうまく連動していくという

ことが重要だというご指摘だと思うのですが、そのとおりですね。ありがとうございます。

ほかにどうでしょうか。 

この 24 ページにある空家等の発生を予防する取組、これは 23 ページにも書いてあるん

ですが、これについては25ページの3―2で管理の問題を1節として起こしていますよね。

それから、3―3 が利活用を 1 節として起こしていますよね。でも、空家等の発生を予防す

る取組については、項目として 1 節もないので、予防もせっかく前のところで 3 つの柱と

して掲げたと言ったなら、項目として予防の取組の柱を掲げたほうがいいのではないかと

思います。 

 

（事務局：近藤） 

 はい。つけ加えさせていただきます。 

 

（井澤会長） 

 それと、もう一つ、22 ページのところで、5 つのゾーンに分け、具体的にそれぞれの課

題について整理されていると思うのですが、1 つ目が①と④で、それから、2 つ目の空家

と所有者の認識に対する課題は、全ての地区にかかわる問題だという話でしたね。それか

ら、3 つ目は①、③、④。それで、一番最後は①、③ということで言うと、⑤がないです

ね。⑤が唯一入るところは、2 番目の何も書かれていないところということですよね。つ
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まり、⑤も入っていますという表現のほうが、例えば「⑤をはじめとする全ての地区」と

したほうが、全部の地域に対して対策をとろうとしているんだという意識が出ると思いま

す。これでいくと、⑤は何にもしなくてもいい地区いうイメージになっても困りますので、

⑤についても明記していただいたほうがいいと思います。 

 

（事務局：近藤） 

 表現を検討させていただきます。 

 

（井澤会長） 

 そういうところも含めて、見てもらうといいのかなと思います。 

それと、これをもっと簡便にした概要版というものを作って、市民に配布するというこ

とですが、全戸配付になるんですか。 

 

（事務局：近藤） 

 全戸配布の予定はしていないです。 

 

（井澤会長） 

 ほかにどうでしょうか。どういう視点からでも結構でございます。 

 

（井上委員） 

 前後駅の南の道路ですが、もうすぐ抜けそうですよね。前後駅南の空家も含めたあの辺

の環境が変わるのではないですかね。 

 

（事務局：近藤） 

 そうですね。今までは、南北の幹線道路は瀬戸大府線しかなかったですから、やはり、

これが抜けてくることによって通行量も増えますし、皆さんの生活体系からいろいろ変わ

ってくるとは思います。また、それに伴って渋滞も発生すると思いますので、いろいろな

対策というのは必要だと思います。ただ、井上委員が言われるように、住むのにも、当然

利便性も高くなると思います。 
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（井上委員） 

 そうですね。名古屋から前後までの時間数、いわゆる通勤時間での前後駅の位置づけと、

それから、車が国道 23 号線に直接乗れるというその利便性を考えたら、あの間というの

は、相当これから発展する余地があると私は思うんですね。 

 

（事務局：近藤） 

 そうですね。 

 

（井上委員） 

 現状では、あの辺は、特に上姥子や大蔵下では空家が多くなっていますが、もう間もな

く、現状とはかなり変わってくるんだろうなと思います。 

 

（事務局：近藤） 

 そうですね。その地域も建て替えの時期になってきていますので。 

 

（井上委員） 

 建て替えの補助金なんか、出せないですか。あるいは、超低金利融資とか。空家にして

おくというのは、要するに建て替えるお金がない、あるいは、取り壊すのも面倒くさい、

お金がかかる、そういうようなことが全て原因ですよね。そういったところに少しずつ手

当をやはり具体的にしていく。財政的な問題も絡む話になってしまうのであまり強くは言

えないところですが、そういったところに少しずつ具体的に手当てをしていく必要がある

んじゃないかと思います。空家に係る譲渡所得の特例だって、特別なものですものね。 

 できるだけ譲渡させたいという意向でああいうことをされたのだから、今度は、改装だ

とか取り壊し費用だとか、そういったことに対して何か施策ができれば、かなり進むのか

なと思います。 

 

（事務局：近藤） 

 除却については、現在考えております。 

 

（井上委員） 
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 そうですか。 

 

（井澤会長） 

 つまり、16 ページのこのアンケート結果というのは、複数回答ですものね。売りたい、

売ってもよいという意識がこんなに高いというのが、意外でした。それから、予定なしと

いうのも、まあまあ高い結果になっていますね。 

 

（事務局：近藤） 

 そうですね。 

 

（井澤会長） 

 何にも考えていない。そういう意味でいうと、啓発というのは非常に重要で、何とか利

活用を考えてもらえませんかという呼びかけですよね。案外重要なアンケート結果が出て

いるように思います。 

 

（相羽委員） 

 空家の定義ですけれども、どれぐらいの期間で空家になるというのはあるんですか。 

 

（カナエジオマチックス：小林） 

 空家等対策特措法では、おおむね 1 年間、居住その他の使用がなされていないものを空

家というと書いてあるんですけれども、住宅・土地統計調査は、空家等対策特措法の何十

年も前からやっているものですから、そこでの空家の定義は、3 か月を目安にしています。

3 か月間住んでいなければ空家と言っています。ですから、定義は少し違います。 

 

（相羽委員） 

 すぐに空家ということになってしまいますね。 

 

（事務局：近藤） 

 そうですね。 
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（井澤会長） 

 この全国版空き家・空き地バンクの構築というところで、これは、もうできているので

すか。 

 

（事務局：近藤） 

 はい。 

 

（事務局：北川） 

 試行運用です。 

 

（井澤会長） 

 今、試行運用ですか。そうすると、その成果は、まだ出ていないですか。 

 

（事務局：近藤） 

 そうですね。まだ。この 10 月頃から始まったとこです。 

 

（井澤会長） 

 では、まだまだですね。 

 

（小浮市長） 

 これは、インターネットで見られるんですか。 

 

（事務局：近藤） 

 はい、見れます。 

 

（小浮市長） 

 登録をする必要があるのですか。 

 

（事務局：近藤） 

 いいえ、一般の人も見れます。 
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（小浮市長） 

 普通に見られるのですか。 

 

（事務局：近藤） 

 国交省のホームページからリンクされています。 

 

（カナエジオマチックス：小林） 

 実績は、一応出ています。 

 

（井澤会長） 

 出ているんですか。これは、個人としてするのではなく、自治体として参加していくと

いう形になっていますか。 

 

（事務局：北川） 

 そうですね。自治体としてです。どういう物件を載せるかというルールは、各自治体が

決めて運用しています。 

 

（井澤会長） 

 周辺でもう入っている自治体は、わかっていますか。 

 

（カナエジオマチックス：小林） 

 10 月 31 日から試行運用が始まっておりまして、運用している会社が 2 社あるんですけ

れども、2 社とも見られるようになっています。具体的にはライフルという会社とアット

ホームという会社があります。ライフルのほうは 24 自治体、アットホームのほうは 15 自

治体が実際に登録しています。件数としては、ライフルのほうが約 200 件、アットホーム

が 70 件です。2 社で差があって、その 2 社の売りといいますかセールスしているものが多

少違うようです。その違いはまだはっきりつかめていないんですけれども、客層が違うと

いいますか、ターゲットとしているところが少し違うようです。 
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（井澤会長） 

 この周辺で入っている自治体は。 

 

（カナエジオマチックス：小林） 

 愛知県、岐阜県ではないですね。 

 

（事務局：近藤） 

 三重県の四日市市です。 

 

（事務局：北川） 

 物件登録をしていない自治体は、載っていないと思われます。 

 

（井澤会長） 

 登録して初めて参加ということですもんね。 

 

（事務局：近藤） 

 そうですね。 

 

（事務局：北川） 

 登録は、参加はしますと手を挙げていても、実際に物件を登録していない自治体は載っ

ていないようです。 

 

（事務局：近藤） 

おそらく、もっとたくさんあると思います。 

 

（井澤会長） 

 まだ、始まって少ししか経っていないですもんね。 

この間、東洋経済の週刊誌で地価が下がると言って特集していました。2022 年に生産緑

地の 30 年の枠が取れて、継続するより市場に出てくるのではないかなと思います。それ

から、2025 年には、団塊の世代が全て後期高齢者になってきて、相続としての物件として
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市場に出てくるだろうと。そうすると、生産緑地と、それから相続の問題で市場に物件が

流れたときに、地価がこれから下がっていきますよという、そういう特集でした。 

 

（井上委員） 

 そうですね。 

 

（井澤会長） 

 そういうことと空家とは、どう関係あるか、どう見られますか。 

 

（井上委員） 

 おっしゃるとおりですね。非常に空家になる可能性もあるんですけど、でも、ここのま

ちに魅力があれば、逆に流動化するわけですから、私はうまく売り買いもたくさんなるし、

入居者も増えていく、そんなまちになれば結局は空家対策になると思っています。決して

マイナスに考えるほうではないのではないかと思います。土地は、確かにこれから下がっ

ていくかもしれませんが、駅の周辺はそうでもないのではないですか。駅から遠いところ

は、どんどんこれから下がっていくのだろうけど、豊明市には、徳重からこっちへは抜け

てきていないですけど、名鉄 1 本ですけれども、名鉄周辺の駅周辺は、まだこれから上が

るのではないのですか。 

 

（井澤会長） 

 どうですかね。この間の地価調査でどうなったかというのは見ていないのですけれども。

新聞に載るのは、名駅がものすごく伸びたとか、そんな話は載りますけどね。 

 

（井上委員） 

 ありますね。リニアが来るまでは大分伸びるのではないかと思うんですけどね。 

 

（井澤会長） 

 そのときに、前後町を含めたエリアは、リニアが開通するとまた上がるかと。 

 

（井上委員） 
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 上がるのではないかと思うんですけどね。やはり、それが結局、大きな空家対策になる

のではないかなと。 

 

（井澤会長） 

 駅周辺、徒歩圏なんかは、それはそうでしょうけど。生産緑地はどれくらいありますか。 

 

（事務局：近藤） 

 たしか、私の記憶だと、7ha ぐらいだったと思います。 

 

（井澤会長） 

 ほかにいかがでしょうか。市長、一通り意見をお聞きいただいたと思いますけれども、

もしよろしければ、何かコメントしていただくことがございましたらお願いします。 

 

（小浮市長） 

 行政側の施策部分が、32 ページに、こんなことやる、あんなことやるというのがあるん

ですけれども、実はこれ、予算だけではなくて、人的な要因も一定程度市のほうで確保し

ないといけないので、それは、責任を持ってきちんとこういった事業を進められる体制を

都市計画課内に持っていきたいと思っております。 

 

（井澤会長） 

 そうですね、スタッフが要りますよね。 

あと、概要版についても何かご意見はありますでしょうか。まさにエッセンスをこうい

う形で載せるということなんですが、主に市民が読むとすると、やはりタイトルが硬いん

ですよ。例えば、なぜこの計画をつくるのかと、それと 3 ページも、住民からの相談への

対応という文が書いてあるけれども、何かそれが一言でわかるような、「相談窓口の一本化」

みたいな、キーワードがあると、わかりやすいのではないかなという気がします。 

 

（事務局：近藤） 

 全体的に、市民の方にわかりやすいように表現を検討いたします。 
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（井澤会長） 

 よくなるという感じがしましたので、うまくしていただけたらなと思います。この裏側

にある参考とか、非常にわかりやすくていいですね。あと、参考資料のほうは、34 ページ

は、最終的には 4 回の協議会の議題がどうなるのかということと、あと、関連法令関係も

細かく言えばいろいろあるんですけれども、主要な部分ということでこの 4 つに絞ったと

いう形で整理されて、対策計画になっております。よろしいでしょうか。 

一通り意見をお聞きしてきましたので、特に、もう意見はございませんか。これからの

スケジュールは、どういう予定になっていますか。 

 

（事務局：近藤） 

 本日ご指摘いただいたところにつきまして、一度精査をして、パブリックコメントを年

明け早々に 30 日間を予定しております。市民の方からご意見をいただいたのをまたさら

にまとめて、2 月の下旬ぐらいに、もう一度協議会を開いて最終的な形にしたいなと思っ

ております。今日のご指摘の部分を直したものを委員さんに確認していただくかという時

間的なものが、非常にタイトになっているものですから、その辺は私どもに任せていただ

けるとありがたいとは思っておりますが。 

 

（井澤会長） 

 皆さん、どうでしょうか。 

 

（事務局：近藤） 

 修正でき次第、郵送はさせていただきます。 

 

（井澤会長） 

 そうですか、それならいいです。郵送あるいはメールでもいいので皆さんに見ていただ

いたほうがいいと思います。 

議論すると、問題点も出るということは、逆に言えば、わかりやすくなっていっている

ということだと思いますので、事務局は大変なのはよくわかるのですが、コメントは市民

のためということで頑張っていただきたいと思います。 

そういう形にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、私の議事進行は、
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これで終わらせていただきます。そのほかに、もし何かございましたら、事務局のほうへ

よろしくお願いします。 

 

（事務局：近藤） 

 どうも、長い時間本当にありがとうございました。今日、意見をいただいたもの、早速

精査をしまして、皆様方に一度メール等でお知らせをしてからパブリックコメントをやり

たいと思います。次回の協議会ですが、今申しましたとおり、2 月の中旬から下旬にかけ

てになると思いますので、また事前にご連絡いたしますので、今後ともよろしくお願いし

たいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 


